
  

 

 いつまでも健やかに・・・ 

        ‐‐私たちの願いです。 

第34号 高田病院広報誌 

基本理念/基本方針/患者さまの権利宣言 

診療情報/セカンドオピニオン/個人情報 

薬局コラム「インフルエンザについて」 

リハビリコラム「嚥下体操 その③」」 

地域医療連携センターコラム 

「すこやか子育て交流館りぼんかんとは？」 

心理相談室コラム「心理相談室のご案内」 

通所リハビリコラム「創作活動について」 

在宅サービス開始のご案内 

イベント 

院内勉強会・氷山の一角 

平成24年度上半期診療情報報告 

ボランティア報告 

行事予定/編集後記 

低：すべてに謙虚な気持ちで接する 

賞：お互いを思いやり、敬意をはらう 

感：すべてに感謝する     

微：微笑みを添えて、態度で示す 

低 賞 感 微 

発行日:平成25年3月1日 
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 患者さまの意思と権利を尊重し、 

     「医療人としての感性（低賞感微）」 

          に満ちた医療・福祉活動を提供します.。 

1. 慢性期病院としての豊かな「感性・知識」に基づいたヒューマン・サービスの提供  

 を全職員で目指します。 

2. 地域との連携及び病診連携を図り、在宅復帰に向けたシームレスでしかも一貫した 

 高齢者医療や福祉を目指し、地域社会の幸福に貢献します。 

3. 予防医学（健康診断・人間ドック）の充実を図り、生活習慣病の予防・早期発見を 

 目指し、地域社会の発展に貢献します。 

4. 職員の生活向上と幸福に寄与します。 

 すべての人は、人格を尊重され健康に生きる権利を有しています。患者さまにおかれまして

は、健康を回復し、維持増進するために、医療スタッフの助言協力を得て、患者様の選択のも

とに、最善の医療を受ける事は人として基本的権利です。 

 

【平等で良質な医療を受ける権利】 

  患者さまは本人の経済的社会的地位、年令、性別、疾患の種類などにかかわらず平等で 

  良質な医療を受ける権利が有ります。 

【選択の自由の権利】 

  患者さまは担当医師および医療機関を選択し、または変更する権利があります。またい 

  かなる時でも他の医療機関の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める権利があり 

  ます。 

【知る権利】 

  患者さまは、自らの状況（病名、病状、検査結果）について納得するまで充分に説明を 

  受ける権利があります。 

【自己決定権】 

  患者さまは納得できるまで説明を受けたのち、医療スタッフの提案する医療行為を自分 

  で選択する、同意して受ける、あるいは拒否する権利があります。 

【個人情報の保護】 

  患者さまは、全ての個人情報、プライバシーが守られる権利があります。   

当院では、患者さま・ご家族より診療情報の提供（診療内容の説明）及び開示（カ

ルテ開示）についてお申し出があった際は速やかに対応させていただくシステムに

なっておりますが、提供・開示の際に必要な条件書類等がございます。 

 

  ～診療情報の提供及び開示の条件・必要書類・申請方法～ 

     担当の窓口にて対応させて頂きます。 

     御遠慮なく病棟スタッフへお申し出ください。 
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患者さま・ご家族が、当院で十分納得していただいて、患者さまが主体的に治療を受けて

いただく為に、第三者である他医療機関の医師の診療を受けることについては、それに応

じさせていただいております。 

※セカンドオピニオンとは．．． 

  セカンドオピニオン＝第2の意見。主治医以外の医師の意見。 

  現在の主治医以外の診断や治療方針を聞くことで十分に納得して 

  患者さまご自身が主体的に治療を受けていただく為に実施されて 

  います。 

  『セカンドオピニオン外来』が設置されている医療機関では保険 

  診療が認められ、5,000円で算定されますが、内容によっては自 

  費で10,500円～20,000円支払う所もあります。 

     

 当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを 

 社会的責務と考えます。 

 個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図  

 り、これまで以上に個人情報保護に努めます。 

 

  １. 個人情報の収集・利用・提供 

    個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集・  

    利用および提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。 

  ２. 個人情報の安全対策 

    個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび  

    漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。 

    万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。 

  ３. 個人情報の確認・訂正・利用停止 

    当該本人（患者さま）等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止  

    を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査の上、適 

    切に対応します。 

  ４. 個人情報に関する法令・規範の遵守 

    個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

  ５. 教育および継続的改善 

    個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底 

    し、内部規則を継続的に見直し、改善します。 

  ６. 診療情報の提供・開示 

    診療情報の提供・開示に関しては、別に定めます。 

  ７. 問い合わせ窓口 

    個人情報に関する問い合わせは、各部署責任者または以下の窓口を   

    ご利用ください。 

    個人情報保護相談窓口：地域医療連携センター 
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記事担当：朝倉（薬剤師） 

 
インフルエンザは普通の風邪とは異なり、突然の３８℃以上の「高熱」や、関節痛、筋肉痛、頭痛などの

他、全身倦怠感・食欲不振などの「全身症状」が強く現れるのが特徴です。 

インフルエンザの症状 

 インフルエンザウイルスに感染した場合、約１～３日の潜伏期間の後、インフルエンザを発症します。

続く約１～３日では突然の３８℃以上の「高熱」や全身倦怠感、食欲不振などの「全身症状」が強く現れ

ます。やや遅れて、咳やのどの痛み、鼻水などの「呼吸器症状」が現れ、腰痛や吐き気などの「消化器症

状」を訴えることもあります。通常は７日前後で症状が落ち着き治癒します。 

普通の風邪との違い 

 普通の風邪は１年を通してみられますが、インフルエンザは季節性を示し、日本では例年１１～１２月

頃に流行が始まり、１～３月にピークを迎えます。風邪の多くは、発症後の経過が緩やかで、発熱も軽度

であり、くしゃみやのどの痛み、鼻水・鼻づまりなどの症状が主に見られます。これに対し、インフルエ

ンザは高熱を伴って急激に発症し、全身症状が強く現れます。また、インフルエンザは肺炎や脳症などを

合併して重症化することがあります。  

インフルエンザの治療法 

 インフルエンザの治療は、「一般療法」と「薬物療法」に分けられます。 

一般療法：一般療法は生活療法とも呼ばれ、インフルエンザ治療の基本です。安静にして睡眠を十分に

とること、また高熱によって脱水が起こらないように、水分をしっかり補給することが大切です。 

薬物療法：インフルエンザの薬物療法には、ノイラミニダーゼ阻害薬：と呼ばれる抗インフルエンザウ

イルス薬を使う「原因療法」と、症状を和らげるための薬剤を使う「対症療法」があります。 

インフルエンザウイルスは増殖のスピードが速いため、症状が出現して４８時間以内にウイルスの増殖

のピークがきます。このため、４８時間以内に服用しないとノイラミダーゼ阻害薬（タミフル７５ｍｇ・

リレンザ５ｍｇ）の効果が現れにくくなります。ノイラミダーゼ阻害薬はウイルスの増殖を抑え感染の拡

大を防ぐお薬なので、発症後できるだけ早く服用を開始することが重要です。また、対症療法では、高

熱の場合には解熱鎮痛薬を、黄色痰などの細菌二次感染が疑われる場合には、抗菌薬を使います。 

症状を改善するために注意すべきこと 

 お薬が処方されたら、できるだけ早く服用しましょう。 

しかし、お薬を服用して熱が下がっても体内のウイルスがすぐにいなくなるわけではありません。お薬

の服用を途中でやめることで、体内に残っているウイルスが周りの人に感染する可能性があります。熱

が下がったあとも、お薬はきちんと飲み切り、最低２日間は自宅で療養しましょう。  
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記事担当：久保園（言語聴覚士） 

     小屋敷（作業療法士） 

「口腔機能のトレーニング」  

≪ 嚥下体操 その④ ≫は、 

引き続き次号でお伝えします！！  
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明けましておめでとうございます。先月号にて御紹介しきれなかった 

『りぼんかん』がどのような施設かお伝えしたいと思います  

＜施設概要＞ 
子どもと子育て家庭や団体等の活動を応援する総合的な子育て支援の拠点施設です。 

コンセプトは「ひろがる笑顔・支え合う子育て」 

場所：近くの目印となる建物は、与次郎のフレスポジャングルパーク 

ニシムタ・高齢者福祉センター与次郎となります。 

立地：錦江湾を臨む海岸線に立地。本館4階・別館1階となっています。 

ｱｸｾｽ：市営バス27番線「高齢者福祉センター前」で下車。すぐ目の前です。 

＜できること＞ 
①つどい・ふれあい・交流する （場の提供・各種遊び・イベントの開催） 

②子育てネットワークづくり （子育てグループの支援・育成・組織化促進） 

③子育て相談・援助（子育てに関する相談・子どもの一時預かりの実施） 

④遊び・学び・体験する（天候に左右されない遊び場と学ぶ機会の提供） 

 
 

開 館 時 間：10：00～18：00 

休  館  日：毎月第1月曜日及び、年末年始 

駐 車 台 数：113台（施設横に駐車場有り。受付の駐車印にて無料！） 

施設 利用者 ：小学生3年生までの子ども・その家族 

        妊娠中の方及びその方に同伴する方 

        子育て支援に係る活動をする方 

        子育てに係る相談等を希望する方 

利  用  証：施設の利用には「利用証」が必要です。発行場所は 

りぼんかん・鹿児島市役所子育て支援推進課 

親子つどいの広場「なかまっち」で申請が可能です。 
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記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 

記事担当：田實（臨床心理士） 

                記 

対  象   高田病院に入院・通院されている方々、またそのご家族 

場  所   心理相談室（高田病院2階） 

申込み方法  お電話にてお申し込み下さい 

         外線 099-226-4325  内線 219 

相談時間   月曜日～金曜日（午前9時～午後5時） 

火曜日午前中は除く 

       面接時間 一人50分以内 

費  用   無料 

 ※相談に来られた方のプライバシーは、厳重に守られます。 

 

＜りぼんかんの特徴＞ 
別館では、大型遊具やままごとの家・絵本等が配置され、年齢によって 

遊ぶスペースが分かれています。室内ですので、天候に左右されません。 

 

本館１階には、安全で衛生的な室内砂場「さらさらひろば」や、 

温水を活用したプール「じゃぶじゃぶひろば」が配置されています。 

 

 

 

 

 

２階には調理実習の可能な「おりょうりのへや」があります。 

同じく２階では生後２ヶ月～小学校就学前の子どもを「託児ルーム」  にて一

時預かりを行っています。 

（預かり時間 10：00～17：30まで １週間に２回まで） 

（使用料 １人あたり１時間５００円 ２人目以降は半額） 

その他にも、２階に飲食可能なカフェスペースや、３階にボランティアの控室で

あるサポータールーム・学習室・相談室としての「お話サロン」４階には音

楽に親しむ「おんぷのへや」工作やお絵かき、木工、洋裁が実施可能な「こ

うさくのへや」、多目的ルームが配置されています。 

  

※  上記の2階から上のフロアの賃室使用料は高くても一時間に３５０円 

程度です。利用にあたっては事前に予約と申請が必要ですので、 

詳細はお問い合わせください。 

 

この記事を見られて少しでも興味を持たれた方は、一度「りぼんかん」へ 

立ち寄られてみてはいかがでしょうか。  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122hd1sgb/EXP=1359156731;_ylt=A3JvdVd7xAFR02gAuLqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http%3A/putiya.com/8gatu/natu01/natu02_d_0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120h8tnbd/EXP=1359156815;_ylt=A3JvdlnPxAFRLTwAeRuU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http%3A/kids.wanpug.com/illust/illust327
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120653tpp/EXP=1359156892;_ylt=A3JvdlEcxQFROlkAOGqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http%3A/kids.wanpug.com/illust/illust328
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1207mgrvp/EXP=1359157019;_ylt=A3JvdlaaxQFRsGkAvWCU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http%3A/kids.wanpug.com/illust/illust357


8 

 

 

介護給付・予防給付の方を対象にした、通所リハビリテーショ

ンとなっています。医療との連携を図りながら、重度の方の受

け入れもさせて頂いております。是非、御相談下さい。 

 

営業日：月曜～土曜、祝日 ９：２０～１５：３５ 

記事担当：岩崎（介護職） 

昨年の11月～12月にかけて、2013年の干支「巳」にちなんで、創作活動を行いました。 

 

＜工程＞ 

１．下絵をデザインし、配色を決める。 

２．おはながみに水をつけてきれいに丸め、数日間乾かす。（写真①～③） 

３．乾いた玉に糊をつけ、デザインした台紙に貼り付ける。 

上記の２と３の工程を主に利用者さまに行っていただきました。 

色合いや貼り付けなどの細かな調整は、その都度、利用者さまのご意見を聞きながら 

職員が行い、周囲を飾り付け用のモールで囲い、完成に至りました。 

   完成作品です！！ 
現在、通所リハビリテーション室に掲示していますので、是非、お越しいただき、多くの皆

さまにご覧いただきたいと思います。                

今後も、通所リハビリテーションでは、季節に合わせた創作活動やレクリエーション・行事

を計画していく予定です。お気軽にお立ち寄り下さい。 

①            ②             ③  
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記事担当：宮口（総務） 

１２月20日に１０月・１１月・１２月のお誕生日の患者さまを対象にお誕生会が開催

されました。お誕生会では、職員による「HAPPY BIRTHDAY」でお誕生日をお祝

いしたり、「あわてんぼうのサンタクロース」や「赤鼻のトナカイ」などクリスマスに

ちなんだ歌で盛り上げておりました。また、ボランティアの方によるすばらしいギター

の演奏には患者さまや利用者さまも熱心に聞き入っておりました。 

お誕生日おめでとうございます。 

10月12日・１月28日  加音ホール 

各部署の管理者・サブ管理者を対象としたトップ管理者・サブ管理者フォローアップ研修が行

われました。前回行った宿泊研修を振り返りながら、他部署の管理者と意見交換することで管

理者としての役割を再確認する良い機会となったようです。 

≪研修を通しての感想≫ 

・他の管理者の方の取り組みを聞かせて頂き、参考になるものが数多くありました。 

・一段ずつでも上を向き、経営に加わっていきたいと思いました。 

・資料作成は大変でしたが、出席して非常に良かったと思っています。 

 今後業務指導していく中で、役立てる内容でした。 

★プログラム★ 

1.開会の挨拶 

2.院長先生のお言葉 

3.歌「HAPPY BIRTHDAY」 

  「あわてんぼうのサンタク 

   ロース」 

  「赤鼻のトナカイ」 

4.合唱・ギター弾き語り 

  「寒い朝」 

  「島育ち」等 

5.劇「かさ地蔵」 

6.終わりの言葉 

１２月20日 通所リハビリ室 

記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 
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記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 

12月20日にウェルビューかごしまにて、2012年度鹿児島

地区忘年会が開催されました。今回約240名の方が参加さ

れました。毎年恒例の余興の出し物では、ダンスや歌など8

つのグループが、ステージ上で会場を盛り上げておりまし

た。一年間の疲れがとれるような大変楽しい時間でした。 

記事担当：宮口（総務） 

１２月27日に、高田病院正面玄関にて毎年恒例の餅つきが行われました。入院患者さま

や通所リハビリの利用者、託児所の子供などたくさんの方々が、もちつきに参加・見学を

され、新年が良い年になるようにと願いを込めながらお餅を作りました。 

平成24年度姶良高齢者保健福祉圏域の地域リハビリテーション研修会として、『地域リ

ハに役立つ最新の脳卒中片麻痺へのアプローチ』という演題で、鹿児島大学大学院医歯学

総合研究科リハビリテーション医学 鹿児島大学病院霧島リハビリセンター准教授の下堂

薗 恵先生に大変貴重な講演をしていただきました。 
記事担当：宮口（総務） 

12月20日 ウェルビューかごしま 

12月27日 病院正面玄関 

１月19日 加音ホール 
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  参 加 率 

  10月 環境マネジメントについて 

個人情報について 

８２％ 

８９％ 

     11月 喫煙について ８３％ 

 12月 
老年者・認知症患者の介護について 

機能評価について 

６４％ 

７２％ 

記事担当：教育委員会 

（総評）          

臭いや面会のイスなど、環境面に対する御意見を多く頂きました。    

衛生面、環境面に配慮し、善処させて頂きます。      

また、スタッフの職種が分からないとの御意見も多数頂きました。    

患者さまへ直接関わる職種（看護職・介護職・リハビリ等)は危険・感染防止のため、  

やむを得ずネームを外すことがございますが、極力ネーム着用を心がけて参りたいと思います。

           

貴重な御意見を多数頂きありがとうございました。      

今後とも、お気付きの点は遠慮なくお聞かせ下さい。よろしくお願い致します。 

≪ご意見≫ 

・お風呂を一度みてみたいです。 

（使用していない時）   

・面会に行く人も足・腰の弱い人がいま

すので小さめでもいいので、椅子がほし

いです。 

・談話室で患者さんのTV鑑賞室になっ

ているので面会家族の部屋がない。 

・流し台が少し高い？高齢者には（車椅

子利用者）使いづらい感じです。 

   

記事担当：サービス向上委員会 

平成24年度上半期の入院患者さまの満足度調査の結果を一部抜粋してご報告させていただ

きます。お忙しい中、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 
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診療情報管理委員会より高田病院の平成24年度上半期の診療実績の報告をさせていた

だきます。 

記事担当：診療情報管理委員会 

疾患別患者数（ICD10による分類） 
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平成２４年９月４日～７日までの４日間、長崎県の活水女子大学より 

中川路香織さま（健康生活学部 食生活健康学科 １年生）がボランティア 

活動の為に高田病院に来院してくださいました。 

管理栄養士の取得を目指す中川路さまは、大学の夏休みを利用して、 

「将来働きたい病院でボランティアをしてみたい！」と思い立ったそうです。 

初日の『通所リハビリテーション』を皮切りに毎日異なる活動場所で様々な 

体験をされていました。２日目以降は有料老人ホームの 

『ケアレジデンスほりえ』や、高田病院『４階病棟』『６階病棟』での活動に 

一生懸命取り組まれていました。  
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記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 

患者さま・利用者さまとのコミュニケーションやベッドメイキング、入浴誘導、配茶等の

ボランティア活動の合間に、高田病院栄養室 管理栄養士さんへの 

質疑応答の時間を取って頂きました！  

体験を終えての全体の感想としては、 

充分なくらい様々なことを経験できたので、大変感謝しています。病院での業務はキツイ 

ことも多々あり、自分の考えが甘いことが分かった。 

症状の重い方の介護や、お風呂の着脱の方法、患者さま・利用者さまの食事形態等知ら 

なかった部分をたくさん知ることができました。 

生の管理栄養士さんのお話は大変貴重な体験で、本当に感謝しています。 現場の声を聴

くことができ、やる気が湧いてきました。実習の体験談や大学生活・国家試験についても

詳しく教えて頂きました。わざわざ時間を 割いて頂き、ありがとうございました。 

（※感想文より、抜粋・編集）  

当院では、鹿児島市社会福祉協議会ボランティアセンターへ登録を行い、 

   ①入院患者さまとの交流を深めて頂ける方 

   ②通所リハビリ利用者さまとの交流を深めて頂ける方 

   ③通所リハビリ職員の業務補佐をして頂ける方 

   ④院内託児所において子供の世話をして頂ける方 

   ⑤行事の催し物で演奏・演芸等を披露して頂ける方 を常に募集しています。 

ボランティア受付窓口として、地域医療連携センターが設置されていますので、 

お気軽にお問い合わせ下さい。（担当：上坂元） 

  【お問い合わせ】 

   高田病院 代表 099-226-4325（内線 388/389） 

   直通 099-226-4361 

   AM 9：00 ～ PM 5：00 ※日曜・祝日は不在となります。 
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 【編集後記】 

みなさま、今年はお花見に行かれたでしょうか？ 

今回は、「お花見」について少し調べたので、ご報告させていただきます。 

お花見の時季は、桜や桃、菜の花など色々は花が咲き、見どころがたくさんありますが、お

花見といえば、桜の花見をさすのは、「桜」が平安時代より花の代名詞になっているからだ

そうです。（奈良時代までは、花といえば梅や萩をさしていたそうです。） 

また、農民にとっては花見は豊作祈願の行事だったようで、田の神様が春になると里へおり

ると考えられていたそうです。「桜」の「さ」は稲や田の神様をさし、「くら」は神様の座

る場所という意味で、春になっておりてきた神様の宿る木とされていたため、桜のもとで田

の神様を迎えてもてなし、桜の咲き方で、その年の収穫を占ったりしていたようです。 

                                （編集委員：宮口） 

※なお、本掲載分の個人名・団体名につきましては、個人情報保護法に基づき、 

本人または御家族の同意を得て掲載されております。 

※職員による手作りの為、誤字・脱字があるかもしれませんが、ご了承ください。 

日本医療機能評価機構認定病院とは．．． 

質の高い医療サービスの提供を支援する目的で、第三者として中立的な立場で病院機能を評価する

（財）日本医療機能評価機構に認定された病院です。 

医療法人 玉昌会 高田病院 
●内科（人工透析含む） ●消化器科 ●泌尿器科 

●リハビリテーション科 ●循環器科 ●皮膚科 

〒892－0824 鹿児島市堀江町５番１号 

TEL  099－226－4325 

FAX  099－222－8386 

URL  http://www.gyokushoukai.com 

日本医療機能評価機構認定病院 ISO9001取得

 
診 療 

科目 

 

 

★買い物訓練 

★外出行事 

皆さまからご好評を頂いており 

随時行っていく予定です。 

  3月 合同スタッフ会議 

  4月 お花見 

新入職者のつどい 

  5月 新人歓迎会 


